
 第５９号議案  

 

 

財 産 区 有 財 産 の 処 分 に つ い て 

 

 亀岡市山階財産区の財産を下記のとおり処分したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定によ

り、議会の議決を求める。  

 

   令和２年２月２１日提出  

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

記  

 

 処分しようとする財産  

 

１  所在地、地目及び面積  

所  在  地 地 目 面  積 

亀岡市旭町井戸ノ下４６番 宅 地 １３７．３２㎡ 

亀岡市旭町井戸ノ下４８番 宅 地 ２８４．２９㎡ 

 

２  方  法   無償譲渡  

 

３  相手方  

   主たる事務所   亀岡市旭町岩ケ谷８２番地  

   名     称   旭町山階区  

   代  表  者  人  見  和  敏  
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